
 

○平取町起業化支援事業補助金交付要綱 

平成26年12月19日 

訓令第35号 

改正 令和２年６月25日訓令第37号 

（目的） 

第１条 この要綱は、本町で新たに起業をめざす者に対し、その事業を行う際

に必要となる経費について、予算の範囲内で補助金を交付することにより、

平取町における産業及び雇用の創出を図り、就業機会の拡大と地域経済の活

性化を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところ

による。 

(1) 起業 事業を営んでいない法人にあっては会社の設立、事業を営んでい

ない個人事業者（グループ、団体、協業体等含む）にあっては開業をいい、

既に事業を営んでいる法人又は個人の事業の拡張の場合は、異業種事業（日

本標準産業分類（平成21年総務省告示第175号）の中分類で異なる業種）の

開始をもって起業という。 

(2) 事業所 事業の用に供するために直接必要な土地、建物及びその付属施

設をいう。 

(3) 設備 事業の用に供するために直接必要な機械、装置、機器、又は器具

をいう。 

(4) 起業者 法人又は個人が既存の事業分野とは異なる新たな事業を開始し

ようとするための具体的計画を有し、実際に事業に着手する者 

(5) 会計年度 地方自治法（昭和22年法律第67号）に基づく普通地方公共団

体に適用される会計年度をいう。 

(6) 事業年度 個人事業者又は法人が財務会計のために適用する会計期間を

いう。 

（補助金交付対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができるもの（以下「補助事業者」という。）

は町内において新たに事業を開始し、３年以上事業を継続する見込みのある

起業者であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たした者とする。 

(1) 町民税等の滞納がない者 

(2) 個人事業者の場合は、申請日において満20歳以上の者 

(3) 起業に必要な許可や資格等を有していること又は有する見込みである者 

(4) 平取町内に事業所を設け事業を営む者 

２ 前項に該当する者のうち、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助事

業者から除く。 

(1) 事業の実施に関して、法的規制がかけられており、内容又は許認可に係

る期間等に課題を有するとき。 

(2) 法人の代表者が、当該法人が営んでいる事業と同種の事業の実施を目的

として、個人事業者として起業しようとするとき。 

(3) 補助対象事業が、国、地方公共団体及びそれらの関係団体で実施してい



 

る他の補助金等の対象となるとき。（町からの補助金を除く） 

(4) 平取町暴力団の排除の推進に関する条例（平成25年平取町条例第11号）

第２条第２号に規定する暴力団員又は同条第１号に該当する暴力団もしく

は暴力団員と密接な関係を有し、もしくは社会的に非難される関係を有す

る法人及び団体の構成員など。 

(5) その他町長が適切でないと判断する者 

（補助対象事業） 

第４条 補助対象事業は、次のいずれにも該当すること。 

(1) 日本標準産業分類における業種（農業、林業、漁業、金融業、保険業、

貸金業、公務及びこれに類する事業並びに風俗営業等の規制及び業務の適

正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条に規定する営業を除

く。） 

(2) 営業収支が家計と経理上明確に分離していること。 

(3) ３年以上、事業の継続が見込まれること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助対

象事業から除外する。 

(1) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業 

(2) 公序良俗に反する行為又は違法な行為を行う事業 

(3) その他町長が不適当と認める事業 

（補助対象経費） 

第５条 補助金交付の対象となる経費は、起業する事業の用に供する施設及び

設備の整備等に係る経費のうちで次に掲げる経費とする。 

(1) 不動産取得費関係（施設整備場所に係る土地、家屋費等） 

(2) 工事請負費関係（施設及び設備整備に係る請負費等） 

(3) 備品購入費関係（設備の購入費等であり、取得価額が２万円以上のもの） 

（補助金の交付対象期間） 

第６条 補助金の交付の対象となる期間は、第８条の交付申請日の属する会計

年度及びその前年度の会計年度とする。 

（補助金の額） 

第７条 補助金額は、次の各号に定める額で予算に定めた額の範囲内とする。 

(1) 補助対象経費の２分の１以内で、100万円を限度とする。 

(2) 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるも

のとする。 

（補助金の交付申請） 

第８条 補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、平取町起業化支

援事業補助金交付申請書（様式第１号）に次の書類を添え、町長に提出しな

ければならない。 

(1) 起業計画書（様式第２号） 

(2) 納税証明書 

(3) 個人の場合は住民票、法人の場合は登記事項証明書及び定款の写し 

(4) 起業経費の見積書（請負契約書の写し、購入備品等の見積書の写など） 

(5) その他町長が必要と認める書類 



 

（補助金の交付決定） 

第９条 町長は、前条の規定により交付申請があったときは、平取町起業化支

援事業補助金審査委員会に諮り、その内容を審査し、補助金を交付すること

が適当と認められるときは、補助金の額を決定し、補助金等交付指令書によ

り申請者に通知するものとする。 

（補助事業の変更） 

第10条 補助事業者が、補助金の内容に関し計画を変更しようとするときは、

平取町起業化支援事業補助金交付決定内容変更申請書（様式第３号）を町長

に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、町長が認めた軽微な

変更にあっては、この限りでない。 

（決定内容の変更承認） 

第11条 町長は、前条の規定により変更承認申請があったときは、その内容に

ついて審査し、変更承認の可否について、補助事業者に平取町起業化支援事

業補助金交付決定内容変更承認（不承認）通知書（様式第４号）により通知

するものとする。 

（事業開始等） 

第12条 補助事業者は、事業を開始したときには、事業開始後10日以内に平取

町起業化支援事業開始報告書（様式第５号）を町長に提出しなければならな

い。 

（概算払） 

第13条 補助金の概算払を受けようとする者は、平取町起業化支援事業補助金

概算払請求書（様式第６号）に次の書類を添え、町長の定める期日までに提

出しなければならない。 

(1) 概算払請求時点の起業経費内訳書及び証明書類（見積書、領収書など） 

(2) 執行済の経費等に関する写真（工事写真、不動産及び備品購入写真など） 

(3) その他町長が必要と認める書類 

２ 前項による概算払の請求額は補助金交付決定額の10分の８以内とし、請求

は１回限りとする。（千円未満は切り捨てとする。） 

（実績報告等） 

第14条 補助事業者は補助事業が完了したときは速やかに平取町起業化支援事

業補助金実績報告書（様式第７号）に次の各号に示す書類を添え、町長に提

出しなければならない。 

(1) 事業実施内容報告書（様式第８号） 

(2) 補助事業経費の支払を証明する書類（工事、不動産及び備品購入に係る

領収書の写しなど） 

(3) 事業に係る完成写真（工事写真、不動産及び備品購入写真など） 

(4) その他町長が必要と認める書類 

（補助金の確定及び通知） 

第15条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、その内

容について審査し、交付決定の内容及びこれに付した諸条件に適合すると認

めるときは、補助金額を確定し、補助事業者に平取町起業化支援事業補助金

確定通知書（様式第９号）により通知するものとする。 



 

（補助金の請求） 

第16条 前条の規定により補助金の確定通知を受けた補助事業者は、平取町起

業化支援事業補助金請求書（様式第10号）を町長に提出しなければならない。 

（補助金の交付） 

第17条 町長は、補助事業者から補助金請求書の提出があったときは、速やか

に当該補助事業者に補助金を交付するものとする。 

（補助金の取消し） 

第18条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、平取町

起業化支援事業補助金の全部又は一部を取り消すことができるものとする。 

また、この場合、平取町起業化支援事業補助金交付決定取消通知書（様式

第11号）により通知する。 

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金を受けたとき。 

(2) 第８条の規定により提出した内容を故意に履行していないと認めたとき。 

（報告又は調査） 

第19条 町長は補助金の交付に必要があると認めるときは、補助事業者に対し

報告を求め、実地調査をすることができるものとする。 

（財産の管理及び処分） 

第20条 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後３年

を経過する前に、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産を処分し

ようとするときはあらかじめ町長の承認を受けなければならない。 

２ 町長は前項の承認をした補助事業者に対し、当該承認に係る財産を処分し

たことにより、当該補助事業者に収入があったときは、交付した補助金の全

部又は一部に相当する金額を町に納付させることができる。 

３ 補助事業者は、補助事業が完了した後も当該事業により取得し、又は効用

が増加した財産を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金

交付の目的に従って効果的運用を図らなければならない。 

（補助金の経理等） 

第21条 補助事業者は補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした書

類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度

の終了後３年間保存しなければならない。 

（補助金の返還） 

第22条 補助金の交付を受けた補助事業が完了した日の属する会計年度の終了

後３年を経過する前に、次の各号に掲げるいずれかに該当した場合は、期限

を定めてその全部又は一部を平取町起業化支援事業補助金返還命令書（様式

第12号）により、返還させることができる。 

(1) 第18条に規定する補助金の取消しが行われた場合 

(2) 第20条に規定する承認を受けずに財産を処分した場合 

(3) 起業した事業を６か月以上の休業又は廃業した場合 

(4) 事業所を町外へ移転する場合 

２ 前項に規定する補助事業者が個人の場合にあって、次の各号の一に該当し、

事情やむをえないと認められるときは、返還の期間を延長し、又は返還の命

令の全部もしくは一部を免除することができる。 



 

(1) 死亡したとき 

(2) 重度心身障害と認められたとき 

(3) 心身の故障により長期の休暇を要するに至ったとき 

(4) その他特別の事由により償還が困難と認められるとき 

（その他） 

第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

附 則 

この訓令は、平成26年12月19日から施行し、平成26年12月１日から適用する。 

附 則（令和２年６月25日訓令第37号） 

（施行期日） 

１ この訓令は、令和２年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の平取町起業化支援事業補助金交付要綱の規定は、この訓令の施行

の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。 


